
10

連結情報

中間連結財務諸表
中間連結貸借対照表 （単位：百万円）

（単位：百万円）

科 目 平成23年度中間期
平成23年9月30日

平成24年度中間期
平成24年9月30日

【資産の部】
現 金 預 け 金 178,636 148,007
コールローン及び買入手形 55,442 ―
商 品 有 価 証 券 3,696 3,578
金 銭 の 信 託 10,609 10,617
有 価 証 券 1,354,600 1,384,610
貸 出 金 3,552,887 3,639,026
外 国 為 替 5,838 6,554
リース債権及びリース投資資産 41,318 40,303
そ の 他 資 産 60,547 46,240
有 形 固 定 資 産 68,585 67,150
無 形 固 定 資 産 11,232 11,294
繰 延 税 金 資 産 12,347 16,746
支 払 承 諾 見 返 29,766 26,072
貸 倒 引 当 金 △47,959 △44,315
資 産 の 部 合 計 5,337,549 5,355,886

科 目 平成23年度中間期
平成23年9月30日

平成24年度中間期
平成24年9月30日

【負債の部】
預 金 4,803,349 4,778,019
譲 渡 性 預 金 9,053 49,048
債券貸借取引受入担保金 26,696 64,592
借 用 金 72,712 82,890
外 国 為 替 656 842
社 債 30,000 ―
そ の 他 負 債 72,272 44,535
賞 与 引 当 金 1,830 1,790
退 職 給 付 引 当 金 10,232 9,893
役員退職慰労引当金 383 390
睡眠預金払戻損失引当金 243 198
偶 発 損 失 引 当 金 1,557 1,397
繰 延 税 金 負 債 1,069 8
再評価に係る繰延税金負債 10,004 8,691
支 払 承 諾 29,766 26,072
負 債 の 部 合 計 5,069,828 5,068,372
【純資産の部】
資 本 金 36,839 36,839
資 本 剰 余 金 27,822 47,815
利 益 剰 余 金 126,778 147,755
自 己 株 式 △1,528 △1,509
株 主 資 本 合 計 189,911 230,900
その他有価証券評価差額金 13,810 22,076
土地再評価差額金 12,492 13,618
その他の包括利益累計額合計 26,303 35,695
少 数 株 主 持 分 51,506 20,918
純 資 産 の 部 合 計 267,720 287,514
負債及び純資産の部合計 5,337,549 5,355,886

中間連結損益計算書 （単位：百万円）

科 目 平成23年度中間期 平成24年度中間期
( 平成23年4月1日から

平成23年9月30日まで ) ( 平成24年4月1日から
平成24年9月30日まで )

経 常 収 益 68,315 59,065
資 金 運 用 収 益 38,480 36,254
（うち貸出金利息） 29,958 28,524
（うち有価証券利息配当金） 8,315 7,588
役務取引等収益 7,814 7,703
その他業務収益 12,265 11,960
その他経常収益 9,754 3,146

経 常 費 用 54,030 51,023
資 金 調 達 費 用 4,250 3,272
（うち預金利息） 3,460 2,620
役務取引等費用 2,936 2,853
その他業務費用 10,503 10,847
営 業 経 費 32,596 32,183
その他経常費用 3,744 1,866

経 常 利 益 14,284 8,042
特 別 利 益 1,061 3,754
固定資産処分益 ― 2
負ののれん発生益 1,061 3,670
持 分 変 動 利 益 ― 82
特 別 損 失 320 474
固定資産処分損 23 172
減 損 損 失 297 302

税金等調整前中間純利益 15,025 11,321
法人税、住民税及び事業税 1,180 931
法 人 税 等 調 整 額 3,523 △11,264
法 人 税 等 合 計 4,703 △10,332
少数株主損益調整前中間純利益 10,321 21,654
少 数 株 主 利 益 1,108 889
中 間 純 利 益 9,213 20,764

中間連結包括利益計算書 （単位：百万円）

科 目 平成23年度中間期 平成24年度中間期
( 平成23年4月1日から

平成23年9月30日まで ) ( 平成24年4月1日から
平成24年9月30日まで )

少数株主損益調整前中間純利益 10,321 21,654
その他の包括利益 337 △3,363
その他有価証券評価差額金 337 △3,363

中 間 包 括 利 益 10,659 18,291
親会社株主に係る中間包括利益 9,580 17,463
少数株主に係る中間包括利益 1,078 827
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中間連結株主資本等変動計算書 （単位：百万円）

平成23年度中間期 平成24年度中間期
( 平成23年4月1日から

平成23年9月30日まで ) ( 平成24年4月1日から
平成24年9月30日まで )

株 主 資 本
資 本 金
当 期 首 残 高 36,839 36,839
当中間期変動額
当中間期変動額合計 ― ―
当中間期末残高 36,839 36,839

資 本 剰 余 金
当 期 首 残 高 27,824 27,817
当中間期変動額
合併による増加 ― 20,000
自己株式の処分 △2 △1
当中間期変動額合計 △2 19,998
当中間期末残高 27,822 47,815
利 益 剰 余 金
当 期 首 残 高 118,815 128,185
当中間期変動額
剰余金の配当 △1,308 △1,308
中 間 純 利 益 9,213 20,764
土地再評価差額金の取崩 57 113
当中間期変動額合計 7,962 19,569
当中間期末残高 126,778 147,755

自 己 株 式
当 期 首 残 高 △1,529 △1,508
当中間期変動額

自己株式の取得 △3 △4
自己株式の処分 4 3
当中間期変動額合計 0 △1
当中間期末残高 △1,528 △1,509

株 主 資 本 合 計
当 期 首 残 高 181,950 191,333
当中間期変動額

合併による増加 ― 20,000
剰余金の配当 △1,308 △1,308
中 間 純 利 益 9,213 20,764
自己株式の取得 △3 △4
自己株式の処分 1 2
土地再評価差額金の取崩 57 113
当中間期変動額合計 7,961 39,567
当中間期末残高 189,911 230,900

（単位：百万円）

平成23年度中間期 平成24年度中間期
( 平成23年4月1日から

平成23年9月30日まで ) ( 平成24年4月1日から
平成24年9月30日まで )

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
当 期 首 残 高 13,444 25,377
当中間期変動額
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額） 366 △3,301

当中間期変動額合計 366 △3,301
当中間期末残高 13,810 22,076
土地再評価差額金
当 期 首 残 高 12,549 13,732
当中間期変動額
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額） △57 △113

当中間期変動額合計 △57 △113
当中間期末残高 12,492 13,618

その他の包括利益累計額合計
当 期 首 残 高 25,993 39,109
当中間期変動額
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額） 309 △3,414

当中間期変動額合計 309 △3,414
当中間期末残高 26,303 35,695

少 数 株 主 持 分
当 期 首 残 高 51,635 52,400
当中間期変動額
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額） △129 △31,481

当中間期変動額合計 △129 △31,481
当中間期末残高 51,506 20,918

純 資 産 合 計
当 期 首 残 高 259,579 282,843
当中間期変動額
合併による増加 ― 20,000
剰 余 金 の 配 当 △1,308 △1,308
中 間 純 利 益 9,213 20,764
自己株式の取得 △3 △4
自己株式の処分 1 2
土地再評価差額金の取崩 57 113
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額） 180 △34,896

当中間期変動額合計 8,141 4,670
当中間期末残高 267,720 287,514
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中間連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） （単位：百万円）

当行は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、
四半期報告書に記載された中間連結財務諸表について、有限
責任監査法人トーマツの監査を受けております。

連結情報

科 目 平成23年度中間期 平成24年度中間期
( 平成23年4月1日から

平成23年9月30日まで ) ( 平成24年4月1日から
平成24年9月30日まで )

営業活動による
キャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益 15,025 11,321
減 価 償 却 費 2,855 2,278
減 損 損 失 297 302
の れ ん 償 却 額 122 122
負ののれん発生益 △1,061 △3,670
持分変動損益（△は益） ― △82
貸倒引当金の増減（△） △3,612 1,380
賞与引当金の増減額（△は減少） 40 △24
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △70 △74
退職給付引当金の増減額（△は減少） 523 △1,812
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 31 △39
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） △81 △134
偶発損失引当金の増減（△） 33 100
資 金 運 用 収 益 △38,480 △36,254
資 金 調 達 費 用 4,250 3,272
有価証券関係損益（△） △4,550 384
金融派生商品未実現損益（△） 25 46
為替差損益（△は益） 17 10
固定資産処分損益（△は益） 23 170
商品有価証券の純増（△）減 △1,723 △1,860
金銭の信託の純増（△）減 10 2
貸出金の純増（△）減 11,358 83,118
預金の純増減（△） 53,761 △103,004
譲渡性預金の純増減（△） 2,706 40,648
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 353 2,616
コールローン等の純増（△）減 1,220 ―
コールマネー等の純増減（△） ― △50,000
債券貸借取引受入担保金の純増減（△） △44,194 666
外国為替（資産）の純増（△）減 1,341 △1,740
外国為替（負債）の純増減（△） 170 0
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 △14 535
資金運用による収入 39,115 37,399
資金調達による支出 △7,836 △3,171
そ の 他 8,148 △4,961
小 計 39,807 △22,453
法人税等の支払額 △670 △1,548
法人税等の還付額 260 91
営業活動によるキャッシュ・フロー 39,397 △23,911

科 目 平成23年度中間期 平成24年度中間期
( 平成23年4月1日から

平成23年9月30日まで ) ( 平成24年4月1日から
平成24年9月30日まで )

投資活動による
キャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △165,786 △91,399

有価証券の売却による収入 93,817 67,323

有価証券の償還による収入 28,843 88,914

有形固定資産の取得による支出 △1,315 △1,291

無形固定資産の取得による支出 △1,599 △1,345

有形固定資産の売却による収入 167 44

そ の 他 の 支 出 △53 △1,143

投資活動によるキャッシュ・フロー △45,925 61,102

財務活動による
キャッシュ・フロー

劣後特約付借入れによる収入 ― 8,000

劣後特約付借入金の返済による支出 △1,000 ―

劣後特約付社債の償還による支出 ― △15,000

自己株式の取得による支出 △3 △4

自己株式の売却による収入 1 2

子会社の自己株式の取得による支出 ― △6,999

配 当 金 の 支 払 額 △1,308 △1,308

少数株主への配当金の支払額 △101 △342

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,411 △15,653

現金及び現金同等物に
係る換算差額 △17 △10

現金及び現金同等物の
増減額（△は減少） △8,957 21,528

現金及び現金同等物の
期首残高 183,949 125,734

現金及び現金同等物の
中間期末残高 174,991 147,262
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（平成24年度中間期）
1. 連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社	 9社
	 (連結の範囲の変更)
	 　株式会社岐阜銀行他1社は合併により子会社に該当しな
いことになったことから、当中間連結会計期間より連結の
範囲から除外しております。

（2）非連結子会社	 2社
　　主要な会社名
　　　投資事業有限責任組合　岐阜県－十六第2号
　	　非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益（持
分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその
他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結
の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関
する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、
連結の範囲から除外しております。

2. 持分法の適用に関する事項
（1）持分法適用の非連結子会社	 0社
（2）持分法適用の関連会社	 0社
（3）持分法非適用の非連結子会社	 2社
　　主要な会社名
　　　投資事業有限責任組合　岐阜県－十六第2号
　	　持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益（持分に見
合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包
括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対
象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えない
ため、持分法の対象から除いております。

（4）持分法非適用の関連会社	 0社
3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項
　連結子会社の中間決算日は全て9月末であり、中間連結決
算日と一致しております。

4. 会計処理基準に関する事項
（1）商品有価証券の評価基準及び評価方法
　	　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法
により算定）により行っております。

（2）有価証券の評価基準及び評価方法
（イ）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移

動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券
については原則として中間連結決算日の市場価格等に基
づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただ
し時価を把握することが極めて困難と認められるものに
ついては移動平均法による原価法により行っておりま
す。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純
資産直入法により処理しております。

（ロ）有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託に
おいて信託財産として運用されている有価証券の評価
は、時価法により行っております。

（3）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　	　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っておりま
す。

（4）減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）
　	　有形固定資産の減価償却は、主として定率法を採用
し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上して
おります。

　	　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　	　建　物：15年〜50年
　	　その他：		4年〜20年
　（	会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方
針の変更）
　当行及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当
中間連結会計期間より、平成24年4月1日以後に取得し
た一部の有形固定資産については、改正後の法人税法
に基づく減価償却の方法に変更しております。
　これにより、従来の方法に比べて、当中間連結会計
期間の経常利益及び税金等調整前中間純利益は、それ
ぞれ10百万円増加しております。

②　無形固定資産（リース資産を除く）
　	　無形固定資産は、定額法により償却しております。な
お、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結
子会社で定める利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。

③　リース資産
　	　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形

固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数と
した定額法により償却しております。なお、残存価額に
ついては、リース契約上に残価保証の取決めがあるもの
は当該残価保証額とし、それ以外のものは零としており
ます。

（5）貸倒引当金の計上基準
　	　当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に
則り、次のとおり計上しております。
　	　「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び
貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協
会銀行等監査特別委員会報告第4号）に規定する正常先債
権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種
類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績か
ら算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。破綻
懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の
処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、
その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻
先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債
権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能
見込額を控除した残額を計上しております。
　	　また、破綻懸念先で債権額から担保の処分可能見込額及
び保証による回収可能見込額を控除した残額が一定額以上
の債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係る
キャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権
については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率
で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金
とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上して
おります。
　	　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき営業関連
部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産査定
管理部署が査定結果を検証のうえ内部監査部署が監査を実
施しております。
　	　連結子会社の貸倒引当金は、当行の方法に準じて各々予
め定めている償却・引当基準に則り、一般債権については
過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸
念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。

（6）賞与引当金の計上基準
　	　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、
従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計
期間に帰属する額を計上しております。

（7）退職給付引当金の計上基準
　	　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当
連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込
額に基づき、当中間連結会計期間末において発生している
と認められる額を計上しております。また、数理計算上の
差異の損益処理方法は次のとおりであります。

　　数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の
平均残存勤務期間内の一定の年数
（主として10年）による定額法によ
り按分した額を、それぞれ発生の翌
連結会計年度から損益処理

（8）役員退職慰労引当金の計上基準
　	　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに
備えるため、内規に基づく中間連結会計期間末要支給額を
計上しております。

（9）睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
　	　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止し、利益計
上を行った預金の預金者からの払戻請求に備えるため、過
去の払戻実績等に基づく将来の払戻損失見込額を計上して
おります。

（10）偶発損失引当金の計上基準
　	　偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以
外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見
積り、必要と認められる額を計上しております。

（11）外貨建の資産・負債の本邦通貨への換算基準
　	　当行及び連結子会社の外貨建資産・負債は、中間連結決
算日の為替相場による円換算額を付しております。

（12）リース取引の処理方法
　（借手側）
　	　当行及び連結子会社の所有権移転外ファイナンス・リー
ス取引のうち、リース取引開始日が平成20年4月1日前に
開始する連結会計年度に属するものについては、通常の賃
貸借取引に準じた会計処理によっております。
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　（貸手側）
　	　リース取引開始日が「リース取引に関する会計基準」（企
業会計基準第13号平成19年3月30日）適用初年度開始前
の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、「リ
ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第16号平成19年3月30日）第81項に基づき、同会
計基準適用初年度の前連結会計年度末における固定資産の
適正な帳簿価額（減価償却累計額控除後）をリース投資資
産の期首の価額として計上しており、同会計基準適用後の
残存期間においては、利息相当額の総額をリース期間中の
各期に定額で配分しております。

　	　なお、同適用指針第80項を適用した場合と比べ、税金等
調整前中間純利益は173百万円増加しております。

（13）重要なヘッジ会計の方法
　	　預金の一部につき、金利リスクの回避手段として金利ス

ワップ取引を行っており、金利スワップの特例処理による
会計処理を行っております。また、ヘッジの有効性の評価
につきましては、特例処理の要件の判定をもって有効性の
判定に代えております。

（14）収益及び費用の計上基準
　ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
　	　リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によ
っております。

（15）中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
　	　中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及
び日本銀行への預け金であります。

（16）消費税等の会計処理
　	　当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理
は、税抜方式によっております。

1.　中間連結貸借対照表関係
（1）非連結子会社の出資金の総額
　	　出資金	 1,001百万円
（2）貸出金（求償債権等を含む。以下（3）、（4）同じ。）のう
ち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。

　	　破綻先債権額	 7,809百万円
　　延滞債権額	 125,440百万円
　	　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相
当期間継続していることその他の事由により元本又は利息
の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計
上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下
「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行
令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホ
までに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じて
いる貸出金であります。

　	　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、
破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目
的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であり
ます。

（3）貸出金のうち3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであり
ます。

　　3ヵ月以上延滞債権額	 424百万円
　	　なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、
約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻
先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

（4）貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
　　貸出条件緩和債権額	 14,014百万円
　	　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支
援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利とな
る取り決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3
ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。

（5）破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び
貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。

　　合計額	 147,689百万円
　	　なお、上記（2）から（5）に掲げた債権額は、貸倒引当金控
除前の金額であります。

（6）手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に
関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会
業種別監査委員会報告第24号）に基づき金融取引として処
理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入
外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分
できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとお
りであります。

	 33,628百万円
（7）担保に供している資産は次のとおりであります。
　担保に供している資産
　　有価証券	 184,693百万円
　　リース債権及びリース投資資産	 2,432百万円
　　その他資産	 52百万円

計	 187,178百万円

　担保資産に対応する債務
　　預金	 75,009百万円
　　債券貸借取引受入担保金	 64,592百万円
　　借用金	 20,216百万円
　	　上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物・オ
プション取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れ
ております。
　　有価証券	 81,995百万円
　　その他資産	 11百万円
　	　また、その他資産のうち保証金は次のとおりでありま
す。
　　保証金	 2,475百万円
（8）当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契
約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約
上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額
まで資金を貸付けることを約する契約であります。これら
の契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
　　融資未実行残高	 1,417,987百万円

うち原契約期間が1年以内のもの
（又は任意の時期に無条件で取消
可能なもの）

1,408,272百万円

　	　上記融資未実行残高のうち総合口座取引に係る融資未実
行残高は次のとおりであります。
うち総合口座取引に係る
融資未実行残高 733,497百万円

　	　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了す
るものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当
行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与
えるものではありません。これらの契約の多くには、金融
情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるとき
は、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒
絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付
けられております。また、契約時において必要に応じて不
動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的
に予め定めている行内（社内）手続に基づき顧客の業況等
を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置
等を講じております。

（9）土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律
第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、
評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を
「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、
これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産
の部に計上しております。
　　再評価を行った年月日	 平成10年3月31日
　　同法律第3条第3項に定める再評価の方法
　　　	　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31

日公布政令第119号）第2条第4号に定める地価税の課
税価格の計算の基礎となる土地の価格（路線価）に基
づいて、奥行価格補正、時点修正、不整形補正等の合
理的な調整を行って算出しております。

注記事項（平成24年度中間期）
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（10）有形固定資産の減価償却累計額
　　減価償却累計額	 69,749百万円

（11）借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である
旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。

　　劣後特約付借入金	 39,000百万円
（12）有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取

引法第2条第3項）による社債に対する保証債務の額
　　	 43,039百万円

2.　中間連結損益計算書関係
　その他経常収益には、次のものを含んでおります。
　　株式等売却益	 1,361百万円

3.　中間連結株主資本等変動計算書関係
（1）発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株
式数に関する事項

	 （単位：千株）
当連結
会計年度
期首株式数

当中間連結
会計期間
増加株式数

当中間連結
会計期間
減少株式数

当中間連結
会計期間末
株式数

摘要

発行済株式
　普通株式 379,241 ― ― 379,241
　第1種優先株式 ― 20,000 ― 20,000（注）1

合計 379,241 20,000 ― 399,241
自己株式
　普通株式 5,490 18 8 5,500（注）2、3
　第1種優先株式 ― ― ― ―

合計 5,490 18 8 5,500
（注）1．	第1種優先株式の発行済株式総数の増加20,000千株は、

株式会社岐阜銀行との合併に伴う新株発行による増加で
あります。

	 2．	普通株式の自己株式の株式数の増加18千株は、単元未
満株式の買取りによる増加であります。

	 3．	普通株式の自己株式の株式数の減少8千株は、単元未満
株式の買増請求に伴い処分したことによる減少でありま
す。

（2）新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
　該当ありません。

（3）配当に関する事項
①　当中間連結会計期間中の配当金支払額

（決議） 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

1株当たり配当額
（円） 基準日 効力発生日

平成24年6月22日
定時株主総会 普通株式 1,325 3.50 平成24年3月31日 平成24年6月25日

②	　基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当
の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

（決議） 株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資 1株当たり

配当額（円） 基準日 効力発生日

平成24年11月12日
取締役会

普通株式 1,308 その他
利益剰余金 3.50 平成24年9月30日 平成24年12月10日

第1種
優先株式 60 その他

利益剰余金 3.00 平成24年9月30日 平成24年12月10日

4.　中間連結キャッシュ・フロー計算書関係
　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係
現金預け金勘定 148,007百万円
日銀預け金以外の預け金 △744百万円
現金及び現金同等物 147,262百万円

5.　リース取引関係
1.　ファイナンス・リース取引
（借手側）
（1）所有権移転外ファイナンス・リース取引
①　リース資産の内容

	 	 	 	　有形固定資産
	 	 	 	 　支店建物であります。
	 	 ②　リース資産の減価償却の方法
	 	 	 		「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」中、「4.会計処理基準に関する事項」の「（4）
減価償却の方法」に記載のとおりであります。

（2）通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っ
ている所有権移転外ファイナンス・リース取引

	 	 ①	　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
額及び中間連結会計期間末残高相当額

（単位：百万円）
取得価額相当額 減価償却

累計額相当額
中間連結会計期間末

残高相当額
有形固定資産 208 146 62
合計 208 146 62

	 	（注）	取得価額相当額は、未経過リース料中間連結会計期
間末残高が有形固定資産の中間連結会計期間末残高
等に占める割合が低いため、支払利子込み法によっ
ております。

	 	 ②　未経過リース料中間連結会計期間末残高相当額
（単位：百万円）

1年以内 29
1年超 32
合計 62

	 	（注）	未経過リース料中間連結会計期間末残高相当額は、
未経過リース料中間連結会計期間末残高が有形固定
資産の中間連結会計期間末残高等に占める割合が低
いため、支払利子込み法によっております。

	 	 ③　支払リース料及び減価償却費相当額
（単位：百万円）

支払リース料 16
減価償却費相当額 16

	 	 ④　減価償却費相当額の算定方法
	 	 	 	　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法により償却しております。
（貸手側）
（1）リース投資資産の内訳

（単位：百万円）
リース料債権部分 41,443
見積残存価額部分 855
受取利息相当額 △4,385
合計 37,912

（2）リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部
分の中間連結会計期間末日後の回収予定額

	 （単位：百万円）
リース債権 リース投資資産

1年以内 664 12,646
1年超2年以内 578 9,639
2年超3年以内 489 7,163
3年超4年以内 367 4,912
4年超5年以内 274 3,006
5年超 441 4,074

2.　オペレーティング・リース取引
	 	（借手側）
	 	　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに
係る未経過リース料

（単位：百万円）
1年以内 198
1年超 2,225
合計 2,424

（貸手側）
	 	　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに
係る未経過リース料

（単位：百万円）
1年以内 210
1年超 384
合計 594
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6.　金融商品関係
	 　金融商品の時価等に関する事項
	 　	　中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、
次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められる非上場株式等は、次表には含めており
ません（（注2）参照）。

	 （単位：百万円）
中間連結貸借
対照表計上額 時価 差額

（1）現金預け金 148,007 148,007 ―
（2）商品有価証券

　売買目的有価証券 3,578 3,578 ―
（3）金銭の信託 10,617 10,617 ―
（4）有価証券

　満期保有目的の債券 42,559 42,744 185
　その他有価証券 1,329,020 1,329,020 ―

（5）貸出金 3,639,026
貸倒引当金（＊1） △41,158

3,597,868 3,621,973 24,105
資産計 5,131,651 5,155,941 24,290

（1）預金 4,778,019 4,783,558 5,539
（2）譲渡性預金 49,048 49,048 ―
（3）債券貸借取引受入担保金 64,592 64,592 ―
（4）借用金 82,890 83,007 117

負債計 4,974,549 4,980,206 5,657
デリバティブ取引（＊2）
　ヘッジ会計が適用されていないもの 465 465 ―
デリバティブ取引計 465 465 ―

	 	 （＊1）	 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当
金を控除しております。

	 	 （＊2）	 その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引
を一括して表示しております。

	 	 	 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務
は純額で表示しております。

	 	 	 なお、金利スワップの特例処理を行っているデリバ
ティブ取引の時価は、ヘッジ対象である預金の時価
に含めて記載しております。

	 	（注1）金融商品の時価の算定方法
	 	資　産
　（1）現金預け金
	 　　	　預け金は、満期のないものであり、時価は帳簿価額と

近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。

　（2）商品有価証券
	 　　	　ディーリング業務のために保有している債券等の有価

証券については、取引所等の価格又は取引金融機関から
提示された価格によっております。

　（3）金銭の信託
	 　　	　有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託に

おいて信託財産として運用されている有価証券について
は、株式は取引所の価格、債券は取引所等の価格又は取
引金融機関から提示された価格によっております。

	 　　	　また、貸出債権証券化に伴い現金準備金として信託し
ているものについては、信託財産は普通預け金であるこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。

	 　　	　なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項に
ついては「8.金銭の信託関係」に記載しております。

　（4）有価証券
	 　　	　株式は取引所の価格、債券は取引所等の価格又は取引

金融機関から提示された価格によっております。投資信
託は、公表されている基準価格によっております。

	 　　	　自行保証付私募債は、当該私募債の発行体の信用リス
クを反映した将来キャッシュ・フローを見積もり、リス
ク・フリー・レートに一定の管理コストを加味した利率
で割り引いて時価を算定しております。ただし、発行体
の債務者区分が破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先の自

行保証付私募債については、担保及び保証による回収見
込額等に基づいて時価を算定しております。

	 　　	　なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項につ
いては「7.有価証券関係」に記載しております。

　（5）貸出金
	 　　	　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場

金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく
異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似しているこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利
によるものは、貸出金の種類、内部格付及び期間に基づ
く区分ごとに、信用リスクを反映した将来キャッシュ・
フローを見積もり、リスク・フリー・レートに一定の管
理コストを加味した利率で割り引いて時価を算定してお
ります。ただし、固定金利によるもののうち、住宅ロー
ン等の一部の消費者ローンについては、ローンの種類及
び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新
規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価
を算定しております。なお、約定期間が短期間（1年以内）
のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額を時価としております。

	 　　	　また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債
権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価
値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒
見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日にお
ける中間連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当
金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時
価としております。

	 　　	　貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るな
どの特性により、返済期限を設けていないものについて
は、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価
額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時
価としております。

	 	負　債
　（1）預金、及び（2）譲渡性預金
	 　　	　要求払預金については、中間連結決算日に要求された

場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。
また、定期預金の時価は、商品及び期間に基づく区分ご
とに、将来のキャッシュ・フローを、新規に預金を受け
入れる際に使用する利率で割り引いて時価を算定してお
ります。なお、預入期間が短期間（1年以内）のものは、
時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
を時価としております。

　（3）債券貸借取引受入担保金
	 　　	　債券貸借取引受入担保金については、約定期間が短期

間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似しているこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。

　（4）借用金
	 　　	　借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場

金利を反映し、また、当行及び連結子会社の信用状態は
実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額
と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価
としております。固定金利によるものは、借用金の種類
及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を当行及
び連結子会社の信用リスクを加味した利率で割り引いて
時価を算定しております。なお、約定期間が短期間（1年
以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額を時価としております。

	 	デリバティブ取引
　	　デリバティブ取引については、「10.デリバティブ取引関係」
に記載しております。

010_9337428082501.indd   16 2013/01/16   13:43:52



17

連
結
情
報

財
務
の
状
況

業
務
の
状
況

ご
あ
い
さ
つ

業
績
ハ
イ
ラ
イ
ト

JUROKU 
BANK
2012.9

自
己
資
本
の
充
実
の

状
況
等
に
つ
い
て

	 	（注2	）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商
品の中間連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金
融商品の時価情報の「資産（4）有価証券」には含まれ
ておりません。

	 （単位：百万円）
区分 平成24年度中間期末
①非上場株式（＊1）（＊2） 8,527
②投資事業有限責任組合及びそれに類する組合の出資金（＊3） 4,502
合計 13,030

	 	 （＊1	）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから時価開
示の対象とはしておりません。

	 	 （＊2	）当中間連結会計期間において、非上場株式について
31百万円減損処理を行っております。

	 	 （＊3	）投資事業有限責任組合及びそれに類する組合の出資
金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握する
ことが極めて困難と認められるもので構成されている
ものについては、時価開示の対象とはしておりません。

7.　有価証券関係
	※中間連結貸借対照表の「有価証券」について記載しており
ます。

（1）満期保有目的の債券
	 （単位：百万円）

平成24年度中間期末
種類 中間連結貸借

対照表計上額 時価 差額

時価が中間連結貸
借対照表計上額を
超えるもの

債券 30,524 30,865 340
　国債 ― ― ―
　地方債 ― ― ―
　短期社債 ― ― ―
　社債 30,524 30,865 340
その他 ― ― ―
小計 30,524 30,865 340

時価が中間連結貸
借対照表計上額を
超えないもの

債券 12,034 11,878 △155
　国債 ― ― ―
　地方債 ― ― ―
　短期社債 ― ― ―
　社債 12,034 11,878 △155
その他 ― ― ―
小計 12,034 11,878 △155

合計 42,559 42,744 185
（2）その他有価証券
	 （単位：百万円）

平成24年度中間期末

種類 中間連結貸借
対照表計上額 取得原価 差額

中間連結貸借対照
表計上額が取得原
価を超えるもの

株式 44,203 30,385 13,817
債券 1,145,082 1,118,182 26,900
　国債 576,574 563,883 12,691
　地方債 317,396 308,213 9,183
　短期社債 ― ― ―
　社債 251,111 246,086 5,025
その他 82,324 79,525 2,798
小計 1,271,610 1,228,094 43,516

中間連結貸借対照
表計上額が取得原
価を超えないもの

株式 27,675 35,247 △7,572
債券 14,394 14,602 △207
　国債 2,211 2,225 △13
　地方債 ― ― ―
　短期社債 ― ― ―
　社債 12,182 12,376 △193
その他 15,340 17,862 △2,522
小計 57,409 67,712 △10,302

合計 1,329,020 1,295,806 33,213

（3）減損処理を行った有価証券
　	　売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握すること
が極めて困難なものを除く）のうち、当該有価証券の時価
が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価
まで回復する見込みがあると認められないものについて
は、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額とすると
ともに、評価差額を当中間連結会計期間の損失として処理
（以下「減損処理」という。）しております。
　	　当中間連結会計期間における減損処理額は、958百万円
（うち、株式943百万円、社債14百万円）であります。
　	　また、時価が「著しく下落した」と判断するための合理
的な基準は、中間連結決算日における時価の取得原価に対
する下落率が30％以上の銘柄をすべて著しく下落したと判
断しております。

8.　金銭の信託関係
（1）満期保有目的の金銭の信託
　	　該当ありません。
（2）その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）
	 （単位：百万円）

平成24年度中間期末

中間連結貸借
対照表計上額 取得原価 差額

うち中間連結
貸借対照表計上
額が取得原価を
超えるもの

うち中間連結
貸借対照表計上
額が取得原価を
超えないもの

その他の
金銭の信託 4,620 4,620 ― ― ―

	（注）「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるも
の」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

9.　その他有価証券評価差額金
　	　中間連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価
差額金の内訳は、次のとおりであります。
	 （単位：百万円）

平成24年度
中間期末

評価差額 33,847
　その他有価証券 33,847
（△）繰延税金負債 11,637
その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前） 22,209
（△）少数株主持分相当額 133
その他有価証券評価差額金 22,076

	（注）評価差額には、投資事業有限責任組合及びそれに類する
組合の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額
633百万円（益）を含めております。
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10.　デリバティブ取引関係
（1）ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
　	　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引につい
て、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契
約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評
価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりでありま
す。なお、契約額等については、その金額自体がデリバテ
ィブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
①　金利関連取引

	 （単位：百万円）

区分 種類
平成24年度中間期末

契約額等 時価 評価損益うち1年超

金融商品
取引所

金利先物
　売建 ― ― ― ―
　買建 ― ― ― ―
金利オプション
　売建 ― ― ― ―
　買建 ― ― ― ―

店頭

金利先渡契約
　売建 ― ― ― ―
　買建 ― ― ― ―
金利スワップ
　受取固定・支払変動 1,899 1,799 58 58
　受取変動・支払固定 1,899 1,799 △38 △38
　受取変動・支払変動 ― ― ― ―
金利オプション
　売建 ― ― ― ―
　買建 ― ― ― ―
その他
　売建 ― ― ― ―
　買建 ― ― ― ―
合計 19 19

	（注）	1.	上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間
連結損益計算書に計上しております。

	 	 2.	時価の算定
	 	 		 	取引所取引につきましては、東京金融取引所等におけ

る最終の価格によっております。店頭取引につきまし
ては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等に
より算定しております。

②　通貨関連取引
	 （単位：百万円）

区分 種類
平成24年度中間期末

契約額等 時価 評価損益うち1年超

金融商品
取引所

通貨先物
　売建 ― ― ― ―
　買建 ― ― ― ―
通貨オプション
　売建 ― ― ― ―
　買建 ― ― ― ―

店頭

通貨スワップ 95,600 69,913 203 203
為替予約
　売建 13,800 253 266 266
　買建 8,667 29 △89 △89
通貨オプション
　売建 112,879 68,377 △10,890 △546
　買建 105,215 64,844 10,919 1,679
その他
　売建 739 420 79 79
　買建 750 421 △36 △36
合計 452 1,557

	（注）	1.	上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間
連結損益計算書に計上しております。

	 	 2.	時価の算定
	 	 		 割引現在価値等により算定しております。

③　株式関連取引
　	　該当ありません。
④　債券関連取引

	 （単位：百万円）

区分 種類
平成24年度中間期末

契約額等 時価 評価損益うち1年超

金融商品
取引所

債券先物
　売建 3,309 ― △6 △6
　買建 ― ― ― ―
債券先物オプション
　売建 ― ― ― ―
　買建 ― ― ― ―

店頭

債券店頭オプション
　売建 ― ― ― ―
　買建 ― ― ― ―
その他
　売建 ― ― ― ―
　買建 ― ― ― ―
合計 △6 △6

	（注）	1.	上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間
連結損益計算書に計上しております。

	 	 2.	時価の算定
	 	 	 	取引所取引につきましては、東京金融取引所等におけ

る最終の価格によっております。店頭取引につきまし
ては、オプション価格計算モデル等により算定してお
ります。

⑤　商品関連取引
　	　該当ありません。
⑥　クレジットデリバティブ取引
　	　該当ありません。

	（2）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
	 	 	　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引につい
て、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間
連結決算日における契約額又は契約において定められた元
本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとお
りであります。なお、契約額等については、その金額自体
がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
①　金利関連取引

	 （単位：百万円）

ヘッジ会計
の方法 種類

平成24年度中間期末
主なヘッジ
対象 契約額等 時価うち1年超

金利スワップ
の特例処理

金利スワップ
　受取固定・支払変動 預金 35,736 35,736 （注）2
合計 ―

	（注）	1.	時価の算定
	 	 	 	取引所取引につきましては、東京金融取引所等におけ

る最終の価格によっております。店頭取引につきまし
ては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等に
より算定しております。

	 	 2.	金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象と
されている預金と一体として処理されているため、そ
の時価は「6.金融商品関係」の当該預金の時価に含め
て記載しております。

②　通貨関連取引
　	　該当ありません。
③　株式関連取引
　	　該当ありません。
④　債券関連取引
　	　該当ありません。

11.　企業結合等関係
共通支配下の取引等
1.　連結子会社による自己株式の取得
　	　当行の連結子会社である株式会社岐阜銀行は、平成24
年5月10日付で、同行が発行する第5種優先株式の一部
を取得いたしました。なお、取得した自己株式について
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は、同日付で、消却しております。
（1）取引の概要

	 	 	 ①	 結合当事企業の名称及びその事業の内容
	 	 	 	 結合当事企業の名称　　株式会社岐阜銀行
	 	 	 	 事業の内容　　　　　　銀行業
	 	 	 ②	 企業結合日
	 	 	 	 平成24年5月10日
	 	 	 ③	 企業結合の法的形式
	 	 	 	 少数株主からの株式買取
	 	 	 ④	 結合後企業の名称
	 	 	 	 名称に変更はありません。
	 	 	 ⑤	 その他取引の概要に関する事項
	 	 	 　	　資本効率の向上および資本調達コストの低減を目

的に、少数株主が保有する株式を取得したものであ
ります。

	 	（2）実施した会計処理の概要
	 	 	 　	　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21

号平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及
び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会
計基準適用指針第10号平成20年12月26日）に基づ
き、少数株主との取引として処理しております。

	 	（3）子会社株式の追加取得に関する事項
	 	 	 ①	 取得原価及びその内訳

取得の対価 現金預け金 6,999百万円
取得原価 6,999百万円

	 	 	 ②	 発生した負ののれん発生益の金額及び発生原因
	 	 	 　（イ）発生した負ののれん発生益の金額

777百万円
	 	 	 　（ロ）発生原因

　少数株主から取得した子会社株式の取得原
価が少数株主持分の減少額を下回ったことに
よるものであります。

2.　当行による連結子会社株式の追加取得
　	　当行は、平成24年5月28日付で、連結子会社である十
六リース株式会社の普通株式を追加取得いたしました。
（1）取引の概要

	 	 	 ①	 結合当事企業の名称及びその事業の内容
	 	 	 	 結合当事企業の名称　　十六リース株式会社
	 	 	 	 事業の内容　　　　　　リース業
	 	 	 ②	 企業結合日
	 	 	 	 平成24年5月28日
	 	 	 ③	 企業結合の法的形式
	 	 	 	 少数株主からの株式買取
	 	 	 ④	 結合後企業の名称
	 	 	 	 名称に変更はありません。
	 	 	 ⑤	 その他取引の概要に関する事項
	 	 	 　	　資本構成見直しによるガバナンスの強化を目的

に、少数株主が保有する株式を買取したものであり
ます。

	 	（2）実施した会計処理の概要
	 	 	 　	　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21

号平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及
び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会
計基準適用指針第10号平成20年12月26日）に基づ
き、少数株主との取引として処理しております。

	 	（3）子会社株式の追加取得に関する事項
	 	 	 ①	 取得原価及びその内訳

取得の対価 現金預け金 1,120百万円
取得原価 1,120百万円

	 	 	 ②	 発生した負ののれん発生益の金額及び発生原因
	 	 	 　（イ）発生した負ののれん発生益の金額

765百万円
	 	 	 　（ロ）発生原因

　少数株主から取得した子会社株式の取得原
価が少数株主持分の減少額を下回ったことに
よるものであります。

3.　当行と連結子会社との合併
　	　当行は、当行株主総会および種類株主総会での承認な

らびに法令に定められた必要な関係官庁の認可等を得る
ことを条件に、平成24年9月18日を合併効力発生日とし
て、当行の連結子会社である株式会社岐阜銀行（以下「岐
阜銀行」という。）を吸収合併（以下「本合併」という。）
することを企図し、平成24年4月27日付で、当行取締役
会での承認を経て、当行、岐阜銀行および岐阜銀行が発
行する第5種優先株式に係る株主である株式会社三菱東
京UFJ銀行（以下「三菱東京UFJ銀行」という。）の三者
間で合併条件に関する合意書（以下「本合意書」という。）
を締結いたしました。その後、本合意書における合意内
容を踏まえ、当行と岐阜銀行との間で合併契約の締結に
向け調整を行い、平成24年5月14日開催の取締役会の承
認を経て、同日付で、岐阜銀行との間で合併契約（以下
「本合併契約」という。）を締結いたしました。
　	　本合併契約は、平成24年6月22日開催の定時株主総会
および普通株主による種類株主総会において、それぞれ
承認可決され、平成24年9月18日を合併効力発生日とし
て当行と岐阜銀行は合併いたしました。
（1）取引の概要

	 	 	 ①	 結合当事企業の名称及びその事業の内容
結合企業

（吸収合併存続会社）
被結合企業

（吸収合併消滅会社）
名称 株式会社十六銀行 株式会社岐阜銀行
事業の内容 銀行業 銀行業

	 	 	 ②	 企業結合日（合併効力発生日）
	 	 	 	 平成24年9月18日
	 	 	 ③	 企業結合の法的形式
	 	 	 　	　当行を存続会社、岐阜銀行を消滅会社とする吸収

合併
	 	 	 ④	 結合後企業の名称
	 	 	 	 株式会社十六銀行
	 	 	 ⑤	 その他取引の概要に関する事項
	 	 	 　（イ）本合併の目的

　当行は、平成22年9月28日付で、岐阜銀行
および三菱東京UFJ銀行との間で経営統合合
意書ならびに当行および岐阜銀行との間で当
行を株式交換完全親会社、岐阜銀行を株式交
換完全子会社とする株式交換契約を締結し、
平成22年12月22日付で、岐阜銀行による岐
阜銀行第一回第1種優先株式の取得および消却
を実施し、岐阜銀行を連結子会社といたしま
した。その後、岐阜銀行は、三菱東京UFJ銀
行に対し岐阜銀行第5種優先株式を発行してお
ります。以来、当行および岐阜銀行は、十六
銀行グループの企業価値の持続的成長および
地域金融システムの安定化ひいては地域経済
の活性化を目指し、様々な取組みを推進して
まいりました。
　上記経営統合合意書を締結した際にも、当
行による岐阜銀行の連結子会社化後、岐阜銀
行の業務運営の効率化を実施したうえで、平
成24年9月中下旬を目途として本合併を行う
予定である旨公表しておりましたが、業務運
営の効率化が相応に進捗したことを受け、当
初予定通り、平成24年9月18日を合併効力発
生日として本合併を実施いたしました。

	 	 	 　（ロ）本合併の日程
種類株主総会基準日公告日
	 平成24年3月16日（金）
定時株主総会および普通株主による種類株主
総会の基準日	 平成24年3月31日（土）
本合意書承認取締役会	平成24年4月27日（金）
本合意書締結	 平成24年4月27日（金）
本合併契約承認取締役会
	 平成24年5月14日（月）
本合併契約締結	 平成24年5月14日（月）
定時株主総会および普通株主による種類株主
総会の開催日	 平成24年6月22日（金）
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本合併の効力発生日	 平成24年9月18日（火）
（注）	合併効力発生日の前日までの岐阜銀行の

収支の推移状況等によっては、本合併に
おいて当行に合併差損が発生する可能性
がありましたことから、当行において、
株主総会の承認をお願いいたしました。
また、当行は、本合併において、岐阜銀
行の第5種優先株式に対し第1種優先株式
を交付しておりますが、かかる優先株式
発行に伴う定款変更を行うことにより当
行は種類株式発行会社となったことから、
株主総会と併せて、本合併契約承認に係
る普通株主による種類株主総会を実施い
たしました。
他方、岐阜銀行においては、会社法第
784条第1項に定める略式合併の規定によ
り、本合併契約承認に係る株主総会の承
認を得る必要はございませんが、本合併
契約承認に係る普通株主による種類株主
総会、第4種優先株主による種類株主総会
および第5種優先株主による種類株主総会
がそれぞれ実施されております。

	 	（2）実施した会計処理の概要
	 	 	 　	　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21

号平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及
び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会
計基準適用指針第10号平成20年12月26日）に基づ
き、共通支配下の取引等として処理しております。

	 	（3）被結合企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 企業結合日に交付した

当行の優先株式の時価 20,000百万円
取得に直接要した費用 アドバイザリー費用等 95百万円
取得原価 20,095百万円

	 	（4）本合併に係る株式の種類別の割当ての内容及びその
算定方法並びに交付した株式数

	 	 	 ①	 本合併に係る株式の種類別の割当ての内容
	 	 	 　（イ）普通株式

　当行は岐阜銀行の普通株式の100％を保有
しており、本合併に伴う新株式の発行および
合併交付金の支払は行っておりません。

	 	 	 　（ロ）第4種優先株式
　当行は岐阜銀行の第4種優先株式の100％を
保有しており、本合併に伴う新株式の発行お
よび合併交付金の支払は行っておりません。

	 	 	 　（ハ）第5種優先株式
　本合併により岐阜銀行の第5種優先株式1株
について、当行の第1種優先株式0.9株を割当
交付いたしました。当行の第1種優先株式の発
行要項に定める条件は、岐阜銀行の第5種優先
株式の発行要項に定める条件と実質的に同一
のものといたしました。

	 	 	 ②	 本合併に係る割当ての内容の算定方法
	 	 	 　	　優先株式に係る割当ての内容の決定につきまして

は、岐阜銀行の株主が当行と三菱東京UFJ銀行の2
名だけであること、および当行が岐阜銀行の議決権
の100％を保有していることに鑑み、平成22年9月
28日付経営統合合意書における合意内容に従い、当
行、岐阜銀行および三菱東京UFJ銀行の三者間で優
先株式に係る割当比率について協議を実施いたしま
した。当該協議の結果、当行、岐阜銀行および三菱
東京UFJ銀行は、岐阜銀行が発行している第5種優
先株式については、当行が新たに発行する第1種優
先株式において、岐阜銀行の第5種優先株式と実質
的に同一の条件を発行要項に定めることとし、普通
株式と異なり市場価格が存在しないことおよび岐阜
銀行の株式価値等を総合的に勘案のうえ、岐阜銀行
の発行する第5種優先株式1株について、当行の第1
種優先株式0.9株を割当交付することで合意いたし

ました。
	 	 	 ③	 交付した株式数
	 	 	 	 第1種優先株式	 20,000,000株
	 	（5）発生した負ののれん発生益の金額及び発生原因
	 	 	 ①	 発生した負ののれん発生益の金額
	 	 	 	 2,127百万円
	 	 	 ②	 発生原因
	 	 	 　	　合併に伴い交付した当行の株式の時価に取得に直

接要した支出額を加算した額が、少数株主持分の減
少額を下回ったことによるものであります。

12.　資産除去債務関係
　　当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 283百万円
時の経過による調整額 8百万円
資産除去債務の履行による減少額 △8百万円
当中間連結会計期間末残高 283百万円

13.　1株当たり情報
（1）1株当たり純資産額

平成24年度中間期末
1株当たり純資産額 659.64円

	（注）		1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであ
ります。

平成24年度中間期末
純資産の部の合計額 287,514百万円
純資産の部の合計額から控除する金額 40,978百万円
　うち優先株式 20,000百万円
　うち優先配当額 60百万円
　うち少数株主持分 20,918百万円
普通株式に係る中間期末の純資産額 246,535百万円
1株当たり純資産額の算定に用い
られた中間期末の普通株式の数 373,740千株　

（2）1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株
式調整後1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎

平成24年度中間期
（1）1株当たり中間純利益金額 55.39円
（算定上の基礎）
　中間純利益 20,764百万円
　普通株主に帰属しない金額 60百万円
　　うち優先配当額 60百万円
　普通株式に係る中間純利益 20,704百万円
　普通株式の期中平均株式数 373,746千株　
（2）潜在株式調整後1株当たり
　　中間純利益金額 54.76円
（算定上の基礎）
　中間純利益調整額 60百万円
　　うち優先配当額 60百万円
　普通株式増加数 5,400千株　
　　うち優先株式 5,400千株　

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後1株当たり中間純利益金額の
算定に含めなかった潜在株式の概要

株式会社岐阜銀行
第4種優先株式
5,000千株
第5種優先株式
30,000千株
　なお、上記第4種優
先株式および第5種優
先株式の株式数は当
中間連結会計期間の
期首の株式数を記載
しております。当行
と株式会社岐阜銀行
との合併等により、
当該優先株式の当中
間連結会計期間末に
おける発行済株式は
ありません。

連結情報
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概要・概況等
十六グループの概要
当行グループは、当行及び連結子会社9社で構成され、銀行業務を中心に、リース業務などの金融サービスに係わ
る事業を行っております。
当行グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。

銀行業
当行の本店ほか157か店において、預金業務、貸出業
務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国
為替業務、外国為替業務、社債受託業務、金融等デリ
バティブ取引業務、附帯業務を営み、地域の金融パー
トナーとして、多様な商品・サービスを提供しており
ます。銀行業務は当行グループの中核業務と位置づけ
ております。なお、平成24年9月18日付で当行は株
式会社岐阜銀行と合併しております。
十六ビジネスサービス株式会社においては、事務受託
業務等の金融従属業務を営み、銀行業務の効率化に貢
献しております。

リース業
十六リース株式会社においては、リース業務を営み、
地域のリースに関するニーズに積極的にお応えして	
おります。

その他
その他金融に関連する業務として、クレジットカー
ド業務、コンピュータ関連業務、信用保証業務、ベ
ンチャーキャピタル業務等を営み、個人顧客、法人
顧客それぞれの金融ニーズに積極的にお応えしてお
ります。

（平成24年9月30日現在）

十
六
銀
行

当行　本支店146か店、出張所12か店
連結子会社 2社

十六ビジネスサービス株式会社　他1社

連結子会社 1社
十六リース株式会社

連結子会社 6社
株式会社十六ディーシーカード（クレジットカード業務）
株式会社十六ジェーシービー（クレジットカード業務）
十六コンピュータサービス株式会社（コンピュータ関連業務）
十六信用保証株式会社（信用保証業務）
十六キャピタル株式会社（ベンチャーキャピタル業務）　他1社

事業系統図

リース業

その他

銀行業
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セグメント情報等
セグメント情報
1.	報告セグメントの概要
当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定

および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当行グループは、当行及び連結子会社9社で構成され、銀行業務を中心にリース業務などの金融サービスに係る事業を行っております。なお、当

行においては、一定の範囲における営業店をもってブロックを形成し、かかるブロックを単位として、業務運営を行う体制としておりますが、各
ブロックの経済的特徴等が概ね類似していることなどから、1つの事業セグメントとして集約しております。
従って、当行グループは、サービスの特性と経営管理上の組織に基づく事業内容別のセグメントから構成されており、「銀行業」、「リース業」の

2つを報告セグメントとしております。
「銀行業」は、当行の本店ほか支店等において、預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、
社債受託業務、金融等デリバティブ取引業務、付随業務を営み、地域の金融パートナーとして、多様な商品・サービスを提供しております。
「リース業」は、十六リース株式会社において、リース業務を営み、地域のリースに関するニーズに積極的にお応えしております。
なお、株式会社岐阜銀行及び同行の子会社3社につきましては、銀行業務を中心にグループ一体として経営の構成単位を形成していることから

「銀行業」セグメントとして集約しておりましたが、当行グループの組織再編に伴い事業セグメントの区分を見直した結果、当中間連結会計期間よ
り、株式会社岐阜銀行及び同行の子会社1社は「銀行業」に、他2社は「その他」に含めて計上しております。
また、前中間連結会計期間のセグメント情報は、当中間連結会計期間の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。

2.	報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。セグメント間の取引は、第三者間取引価格に基づいております。

3.	報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
平成23年度中間期

（単位：百万円）

報告セグメント その他 合計 調整額 中間連結財務
諸表計上額銀行業 リ━ス業 計

経 常 収 益
外部顧客に対する経常収益 55,320 10,744 66,065 2,249 68,315 ― 68,315
セグメント間の内部経常収益 264 142 406 498 904 △904 ―

計 55,584 10,886 66,471 2,748 69,219 △904 68,315
セ グ メ ン ト 利 益 12,419 1,077 13,497 813 14,310 △26 14,284
セ グ メ ン ト 資 産 5,287,441 55,202 5,342,644 40,535 5,383,180 △45,630 5,337,549
そ の 他 の 項 目
減 価 償 却 費 2,623 142 2,766 26 2,792 62 2,855
の れ ん の 償 却 額 122 ― 122 ― 122 ― 122
資 金 運 用 収 益 38,282 33 38,315 354 38,669 △189 38,480
資 金 調 達 費 用 4,148 221 4,369 56 4,426 △175 4,250
貸 倒 引 当 金 繰 入 額
（△は貸倒引当金戻入益） △1,053 273 △780 58 △721 ― △721

有 形 固 定 資 産 及 び
無形固定資産の増加額 2,732 11 2,744 6 2,751 81 2,833

（注）	1.	 	一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
	 2.	 	「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業務、コンピュータ関連業務、信用保証業

務等であります。
	 3.	 	調整額は、主にセグメント間取引消去であります。
	 4.	 	セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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平成24年度中間期
（単位：百万円）

報告セグメント その他 合計 調整額 中間連結財務
諸表計上額銀行業 リ━ス業 計

経 常 収 益
外部顧客に対する経常収益 46,474 10,201 56,675 2,390 59,065 ― 59,065
セグメント間の内部経常収益 194 150 345 411 756 △756 ―

計 46,668 10,352 57,021 2,801 59,822 △756 59,065
セ グ メ ン ト 利 益 6,368 759 7,128 925 8,053 △11 8,042
セ グ メ ン ト 資 産 5,303,020 56,266 5,359,287 36,213 5,395,501 △39,614 5,355,886
そ の 他 の 項 目
減 価 償 却 費 2,041 140 2,181 31 2,213 65 2,278
の れ ん の 償 却 額 122 ― 122 ― 122 ― 122
資 金 運 用 収 益 36,057 39 36,097 291 36,389 △134 36,254
資 金 調 達 費 用 3,162 184 3,346 46 3,392 △119 3,272
貸 倒 引 当 金 繰 入 額
（△は貸倒引当金戻入益） △156 53 △103 △117 △221 ― △221

有 形 固 定 資 産 及 び
無形固定資産の増加額 2,228 257 2,486 26 2,512 42 2,555

（注）	1.	 	一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
	 2.	 	「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業務、コンピュータ関連業務、信用保証業

務等であります。
	 3.	調整額は、主にセグメント間取引消去であります。
	 4.	 	セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

関連情報
平成23年度中間期
1.	サービスごとの情報

（単位：百万円）

貸出業務 有価証券
投資業務 リース業務 その他 合計

外部顧客に対する経常収益 30,541 17,187 10,451 10,134 68,315
（注）	一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

2.	地域ごとの情報
（1）経常収益

当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90％を超えるため、記載を省略して
おります。

（2）有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し

ております。
3.	主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10％以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

平成24年度中間期
1.	サービスごとの情報

（単位：百万円）

貸出業務 有価証券
投資業務 リース業務 その他 合計

外部顧客に対する経常収益 28,796 10,304 10,211 9,753 59,065
（注）	一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

2.	地域ごとの情報
（1）経常収益

当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90％を超えるため、記載を省略して
おります。

（2）有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し

ております。
3.	主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10％以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

010_9337428082501.indd   23 2013/01/16   13:43:53



24

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
平成23年度中間期

（単位：百万円）

報告セグメント その他 合計銀行業 リ━ス業 計
減 損 損 失 297 ― 297 ― 297

平成24年度中間期
（単位：百万円）

報告セグメント その他 合計銀行業 リ━ス業 計
減 損 損 失 302 ― 302 ― 302

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
平成23年度中間期

（単位：百万円）

報告セグメント その他 合計銀行業 リ━ス業 計
当 中 間 期 償 却 額 122 ― 122 ― 122
当 中 間 期 末 残 高 4,709 ― 4,709 ― 4,709

平成24年度中間期
（単位：百万円）

報告セグメント その他 合計銀行業 リ━ス業 計
当 中 間 期 償 却 額 122 ― 122 ― 122
当 中 間 期 末 残 高 4,465 ― 4,465 ― 4,465

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
平成23年度中間期
当行が子会社（十六キャピタル株式会社）株式を追加取得したことなどに伴い、当中間連結会計期間において、負ののれん発生益1,061百万円を特
別利益として計上しております。これは、少数株主から取得した子会社株式の取得原価が少数株主持分の減少額を下回ったことによるものでありま
す。なお、この負ののれん発生益は特定の報告セグメントに係るものではないため、全社の利益（調整額）として認識しております。

平成24年度中間期
（単位：百万円）

報告セグメント その他 合計 調整額 中間連結損益
計算書計上額銀行業 リ━ス業 計

負 の の れ ん 発 生 益 2,904 ― 2,904 ― 2,904 765 3,670
（注）	1.	 	銀行業セグメントにおいて、当行の連結子会社である株式会社岐阜銀行（以下「岐阜銀行」という。）が、平成24年5月10日付で、同行が

発行する第5種優先株式の一部を取得したことに伴い、負ののれん発生益777百万円を計上しております。
	 2.	 	当行は、平成24年9月18日を合併効力発生日として岐阜銀行を吸収合併いたしました。本合併により、岐阜銀行の第5種優先株式1株につ

いて、当行の第1種優先株式0.9株を割当交付したことに伴い、銀行業セグメントにおいて、負ののれん発生益2,127百万円を計上しており
ます。

	 3.	 	負ののれん発生益の調整額765百万円は、当行が、平成24年5月28日付で、連結子会社である十六リース株式会社の普通株式を追加取得し
たことによるものであります。なお、この負ののれん発生益は特定の報告セグメントに係るものではないため、全社の利益（調整額）とし
て認識しております。

連結情報

010_9337428082501.indd   24 2013/01/16   13:43:53



25

連
結
情
報

財
務
の
状
況

業
務
の
状
況

ご
あ
い
さ
つ

業
績
ハ
イ
ラ
イ
ト

JUROKU 
BANK
2012.9

自
己
資
本
の
充
実
の

状
況
等
に
つ
い
て

主要な経営指標等 （単位：百万円）

各種指標等

（注）	1.	 	当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
	 2.	 	1株当たり情報の算定上の基礎は、「13.1株当たり情報」（20ページ）に記載しております。
	 3.	 	平成22年度中間期の「潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額」については、潜在株式がないので記載しておりません。
	 4.	 	自己資本比率は、（（中間）期末純資産の部合計－（中間）期末少数株主持分）を（中間）期末資産の部の合計で除して算出しております。
	 5.	 	連結自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づく平成18年金融庁告示第19号に定められた算式に基づき算出しております。当行は、

国内基準を採用しております。
	 6.	 	平成22年度中間期の平均臨時従業員数は、第2四半期連結会計期間における平均雇用人員数であります。
	 7.	 	平成22年度中間期の連結中間包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号　平成22年6月30日)を

適用し、遡及処理しております。

連結リスク管理債権 （単位：百万円）

平成23年度中間期末  平成24年度中間期末  

破 綻 先 債 権 額 9,252 7,809

延 滞 債 権 額 114,078 125,440

3ヵ月以上延滞債権額 307 424

貸出条件緩和債権額 14,261 14,014

合 計 137,899 147,689

平成22年度中間期 平成23年度中間期 平成24年度中間期 平成22年度 平成23年度
連 結 経 常 収 益 56,309 68,315 59,065 114,626 128,254
連 結 経 常 利 益 8,660 14,284 8,042 17,436 23,620
連 結 中 間 純 利 益 4,533 9,213 20,764
連 結 当 期 純 利 益 9,292 11,941
連 結 中 間 包 括 利 益 △246 10,659 18,291
連 結 包 括 利 益 2,924 27,094
連 結 純 資 産 額 225,135 267,720 287,514 259,579 282,843
連 結 総 資 産 額 4,454,978 5,337,549 5,355,886 5,309,912 5,488,038
1株当たり純資産額 562.39円 578.46円 659.64円 556.33円 616.56円
1株当たり中間純利益金額 12.45円 24.64円 55.39円
1株当たり当期純利益金額 25.35円 31.94円
潜 在 株 式 調 整 後
1株当たり中間純利益金額 ─円 19.54円 54.76円

潜 在 株 式 調 整 後
1株当たり当期純利益金額 25.16円 25.87円

自 己 資 本 比 率 4.5％ 4.0％ 4.9％ 3.9％ 4.1％
連 結 自 己 資 本 比 率
（ 国 内 基 準 ） 11.19％ 11.67％ 11.18％ 11.30％ 10.76％

営業活動によるキャッシュ･フロ― 71,007 39,397 △23,911 159,893 106,235
投資活動によるキャッシュ･フロ― △123,656 △45,925 61,102 △105,426 △142,721
財務活動によるキャッシュ･フロ― △1,290 △2,411 △15,653 △3,069 △21,724
現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 78,612 174,991 147,262 183,949 125,734

従 業 員 数
（外、平均臨時従業員数）

3,127人 3,768人 3,638人 3,704人 3,689人
（965） （1,232） （1,155） (1,135) （1,187）
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連結情報

自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかど
うかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号。以下、「告示」という。）に定められた算式に基づき、算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用し、オペレーショナル・リスク
相当額に係る額の算出においては基礎的手法を採用しております。

連結自己資本比率（国内基準） （単位：百万円）

（注）	1.	告示第28条第2項に掲げるもの、すなわち、ステップ・アップ金利等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等（海外特別目的会
社の発行する優先出資証券を含む。）であります。

	 2.	告示第29条第1項第3号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
	 	 （1）	無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
	 	 （2）	一定の場合を除き、償還されないものであること
	 	 （3）	業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること
	 	 （4）	利払い義務の延期が認められるものであること
	 3.	告示第29条第1項第4号及び第5号に掲げるものであります。ただし、期限付劣後債務は契約時における償還期間が5年を超えるものに限ら

れております。
	 4.	告示第31条第1項第1号から第6号に掲げるものであり、他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額、及び第2号に規定するものに

対する投資に相当する額が含まれております。

自己資本比率の状況

平成23年度中間期末 平成24年度中間期末

基 本 的 項 目
（TierⅠ）

資本金 36,839 36,839
うち非累積的永久優先株 ― ―

新株式申込証拠金 ― ―
資本剰余金 27,822 47,815
利益剰余金 126,778 147,755
自己株式（△） 1,528 1,509
自己株式申込証拠金 ― ―
社外流出予定額（△） 1,326 1,368
その他有価証券の評価差損（△） ― ―
為替換算調整勘定 ― ―
新株予約権 ― ―
連結子法人等の少数株主持分 51,385 20,784
うち海外特別目的会社の発行する優先出資証券 ― ―

営業権相当額（△） ― ―
のれん相当額（△） 4,709 4,465
企業結合等により計上される無形固定資産相当額（△） ― ―
証券化取引に伴い増加した自己資本相当額（△） 47 ―

計 （ Ａ ） 235,214 245,852
うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券（注1） ― ―

補 完 的 項 目
（TierⅡ）

土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45％相当額 10,123 10,039
一般貸倒引当金 15,172 10,978
負債性資本調達手段等 64,000 39,000
うち永久劣後債務（注2） ― ―
うち期限付劣後債務及び期限付優先株（注3） 64,000 39,000

計 89,295 60,018
うち自己資本への算入額 （ Ｂ ） 89,295 60,018

控 除 項 目 控除項目（注4） （ Ｃ ） 1,467 1,461
自 己 資 本 額 （Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） （ Ｄ ） 323,042 304,408

リスク・アセット等

資産（オン・バランス）項目 2,556,575 2,526,524
オフ・バランス取引等項目 48,639 36,699
信用リスク・アセットの額 （ Ｅ ） 2,605,215 2,563,224
オペレーショナル・リスク相当額に係る額（（G）/8％）（ Ｆ ） 162,338 159,299
（参考）オペレーショナル・リスク相当額 （ Ｇ ） 12,987 12,743

計（Ｅ）＋（Ｆ） （ Ｈ ） 2,767,553 2,722,523

連結自己資本比率（国内基準）＝ D－H ×100 11.67％ 11.18％

（参考）TierⅠ比率＝ A－H ×100 8.49％ 9.03％
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